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第 12章

開発途上国における
女性・女子教育の推進に係る研修

越智 方美

１ はじめに

開発途上地域において「ミレニアム開発目標」のひとつにもなっている女

性・女子教育の推進が、男女平等の実現のための重要な課題と各国政府、援

助機関により認識されてきた。これまでユニセフ、ユネスコ、世界銀行、国

連開発計画が提唱する基礎教育の完全普及を謳った「万人のための教育

（Education for All、以下 EFA）」や「ファスト・トラック・イニシアティヴ

（Fast Track Initiative）」をはじめとして、国際機関、援助団体、国際NGO

を中心としてさまざまな介入がなされてきた。EFAの数値目標達成のため

の「ダカール行動枠組み」（２０００年採択）の中で２０１５年までに達成することが

求められている重要な目標のひとつが、教育におけるジェンダー平等の達成

である。具体的には、成人識字率（とくに女性）を５０％改善すること、初等・

中等教育における男女格差を解消することを指す。一連の取り組みからは、

女性・女子教育を阻害している要因として、経済的要因や社会文化的要因な

らびに学校環境を取り巻く問題など多岐にわたる要因が、混在していること

が確認されている。実際には、女児の就学継続、成人女性の識字率の向上、

女性教員の少なさなどの点で、依然として女性・女子教育の推進には、多く

の課題が残されたままである（内海，２００１，菅野，２００２，黒田・横関，２００５，
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澤村，２００８）。

政府開発援助の分野においても、教育とジェンダーに関する領域は喫緊の

課題として認識されている。日本政府は２００３年に「政府開発援助（ODA）大

綱」を改訂し、５つの基本方針の１つである「公平性の確保」のなかで、男

女共同参画の視点に立つ政府開発援助の重要性について確認した。さらに、

２００５年に開催された国連女性の地位委員会閣僚級会合（北京プラス１０）にお

いて、日本政府は「ジェンダーと開発（GAD : Gender and Development）イ

ニシアティヴ」を発表した。この中で、計画、実行、フォローアップを含む

政府開発援助のすべての段階に、ジェンダーの視点に基づいた考え方やアプ

ローチを組み込むことを表明した（国際協力機構，２００９：９－１０）。また「成

長のための基礎教育イニシアティヴ（BEGIN : Basic Education for Growth

Initiative）」（２００２年）においても、ジェンダー格差の改善のための女子教育

の支援と、女性の能力開発という観点に基づいた、ノン・フォーマル教育へ

の支援が掲げられている（外務省，２００２）。国際的なEFA推進の動きととも

に、政府開発援助の動向を踏まえ、会館では開発途上国の中でも特に女児の

就学率や女性の識字率が低い国を対象として、女性・女子教育の支援につな

がる研修をおこなう必要性を認め、国際協力機構（JICA）より委託を受けて

「女性の教育推進セミナー」を実施してきた。本稿の目的は、平成１８年度よ

り実施している同セミナーフェーズⅡの成果と課題を検討することにある。

２ 「女性の教育推進セミナー」の概要

「女性の教育推進セミナー」は上にのべた教育とジェンダーをめぐる国際

社会ならびに日本政府のコミットメントを反映し、文部科学省と外務省が共

同で企画した多国籍研修である。「女性の教育推進セミナー」の前身である

「女性教育問題担当官セミナー」は平成８年に開始され平成１２年まで継続し

て実施された。「女性の教育推進セミナー」のフェーズⅠは平成１３年から平

成１７年までの５年間に実施された。フェーズⅡは引き続き、平成１８年から平
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アフガニスタン（２）、カメルーン（２）、ヨルダン（２）、ラオス、マラ
ウイ、マリ、ニカラグア、ニジェール、パキスタン

１２名平成２１年度

ガンビア、ジンバブエ、ニジェール、ネパール、マラウイ、ラオス
（２）

７名平成２０年度

アフガニスタン（２）、ガンビア、ラオス（２）、シエラレオネ、マラウ
イ、マリ、ニジェール（２）、ネパール、パレスチナ

１２名平成１９年度

アフガニスタン（２）、バングラデシュ（２）、ジンバブエ、ケニア、マ
ダガスカル（２）、マラウイ（２）、ネパール（２）、パレスチナ

１３名平成１８年度

国 籍人数実施年度

第１表 「女性の教育推進セミナーⅡ」研修生の内訳

成２２年度の５年間に実施され、今年度が最終年度に該当する。

研修の対象者はアジア、アフリカ、中東地域を中心とした開発途上国の教

育行政官であり、平成２０年度以降は、教育分野で活動している非政府組織

（NGO）の担当者も応募できることとなった。過去１４年間に４４ヵ国、延べ１４７

名の研修生が本セミナーに参加した。

セミナーの内容は、４つの研修目標に沿って組み立てられている。すなわ

ち、１ 自国及び参加国の女子教育に関する現状と課題を整理し、情報交換

する、２ 日本の女子教育政策とその歴史的展開について理解する、３ 女

子教育推進のための教育政策立案に必要な知識を習得する、４ 習得したこ

とを整理し、自国の政策に活かすための活動計画案（アクションプラン）を

作成することの４つである。研修の実施にあたっては、講義、ワークショッ

プ、研修旅行、研修生自身による発表など異なる形式を組み合わせて、座学

が中心の承り型の講義に偏らないよう配慮している。また講義形式の単元に

ついても、各講義の中に質疑応答の時間をなるべく多く配分することで、研

修生からの質問を促し、主体的な学習の場を提供することを目標としてき

た。平成２１年度の研修内容は、第２表の通りである。
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休日日１/３１

休日土１/３０

３１
講師：お茶の水女子大学ジェンダー研究センター

客員研究員 菅野 琴

講義・ワークショップ「教育におけるジェンダー平
等－パリティーとイクオリティーをめぐる課題」

１０：００－１７：００金１/２９

２

生徒・教員との交流会１３：００－１５：３０

講師：大妻嵐山中学校・高等学校 小林 節

講義「大妻嵐山中学校・高等学校について」１０：００－１１：３０木１/２８

３２
講師：国立女性教育会館 理事長 神田道子

講義「日本の女子教育普及の経験と現在の課題」１３：３０－１５：３０

２
講師：国立女性教育会館情報課専門職員

赤嶺良子

「女性教育情報センター」・「女性アーカイブセン
ター」視察

１０：４５－１２：００

３２
講師：国立女性教育会館 理事 和氣太司

「国立女性教育会館概要説明」１０：１５－１０：４５

歓迎のことば
国立女性教育会館 理事長 神田道子

１０：００－１０：１５水１/２７

３２
講師：文部科学省生涯学習政策局 男女共同参画

学習課 女性政策調整官 土井真知

講義「日本における男女平等教育および日本の教育
行財政について」

１３：３０－１５：００

３２講師：内閣府男女共同参画局 男女共同参画推進
官 市川恭子

講義「日本の男女共同社会実現に向けた取組」１０：００－１２：００火１/２６

３１
講師：北海道教育大学教育学部 教授 大津和子

カントリーレポートの発表９：００－１７：００月１/２５

休日日１/２４

休日土１/２３

ジェネラルオリエンテーション９：３０－１６：００金１/２２

プログラムオリエンテーション１６：３０－１７：３０

ジェネラルオリエンテーション９：３０－１５：３０木１/２１

４３２１研修生来日火１/１９

単元目標研修内容・講師（敬称略）時 間曜日月日

④習得したことを整理し、自国の政策に活かすための活動計画案（アクション
プラン）を作成する

③女子教育推進のための教育政策立案に必要な知識を習得する

②日本の女子教育政策とその歴史的展開について理解する

①自国及び参加国の女子教育に関する現状と課題を整理し、情報交換する単元目標

第２表 平成２１年度「女性の教育推進セミナーⅡ」日程
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帰国木２/１１

閉講式１２：００－１２：３０

評価会１０：３０－１１：３０水２/１０

４１

講師：北海道教育大学教育学部 教授 大津和子

アクションプラン発表会１３：００－１６：００

アクションプラン発表準備、リハーサル１０：００－１２：００火２/９

４１
講師：北海道教育大学教育学部 教授 大津和子

アクションプラン発表準備、リハーサル１０：００－１６：００月２/８

休日日２/７

休日土２/６

３２１
講師：広島大学教育開発国際協力研究センター

センター長／教授 黒田則博

講義と討議「国際的な視点から見た日本の教育の特
質」

９：３０－１２：３０金２/５

３
講師：NPO法人 ANT－Hiroshima 代表理事

渡部朋子

視察と討議：「持続可能な平和構築のためにわたし
たちが出来ること――広島の経験から――」

１５：３０－１７：３０

原爆ドーム・平和記念公園の見学１３：００－１５：００木２/４

３１
「第 7回 国際教育協力日本フォーラム（JEFⅦ）」
出席

１０：３０－１７：３０水２/３

３１講師：早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教
授 黒田一雄

ワークショップ「女子教育を推進するための議論」１３：００－１５：００

３１講師：早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教
授 黒田一雄

講義「女子教育と経済開発」９：００－１２：００火２/２

３１

「広島視察のオリエンテーション」
国立女性教育会館 研究国際室 越智方美

１６：００－１６：３０

講師：お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科
教授 内海成治

講義「開発途上国における女子教育の現状について」１３：００－１６：００

３１講師：国際協力機構 人間開発部 基礎教育グ
ループ 基礎教育第二課

講義「JICAの教育事業とジェンダーの視点」１０：３０－１２：００

前週の成果のまとめ
国立女性教育会館 研究国際室 越智方美

９：００－１０：００月２/１

単元目標研修内容・講師（敬称略）時 間曜日月日
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３ 研修の特色

次に「女性の教育推進セミナー」の特色を、上に述べた４つの研修目標に

沿ってまとめる。

第一目標である研修生の出身国の女子教育に関する現状と課題の整理につ

いては、研修参加の条件として各自に自国の女子教育の現状と課題を分析し

たカントリーレポートの事前の提出を義務付け、日本での研修日程の冒頭に

発表をおこなう時間を設定した。この単元は、各国における女性・女子教育

の推進をめぐる現状についての相違点や共通点を明らかにするとともに、女

性・女子教育の阻害要因とその克服のための好事例を分析、共有する機会と

なったとの意見が、研修生からきかれた。

第二目標の日本の女子教育政策と歴史的展開についての理解を深めるため

には、会館に滞在し、施設見学や講義を通じて、日本における女性の生涯学

習の取り組みを紹介してきた。会館滞在中は、理事長による講義「日本の女

子教育普及の経験と現在の課題」に加え、家庭教育や男女共同参画の専門図

書館である女性教育情報センターや、女性アーカイブセンターを見学し、若

年女性の理系の進路選択を支援する「女子中高校生夏の学校」についての講

義を組み合わせて、会館の機能と事業を多角的に把握できるようなプログラ

ム構成とした。また年度によっては、会館の他に国内の女性関連施設の視察

も研修に取り入れた。アフリカと中近東地域出身者が大半を占める「女性の

教育推進セミナー」の研修生にとり、日本のいわゆる「女性センター」や「男

女共同参画センター」のような施設を訪問することは、初めての経験であっ

た。研修生の出身国で類似の機能を持つ施設がある場合でも、その多くはい

わゆる「ライフ・スキル」と呼ばれる、小規模な所得創出活動につながるよ

うな、職業技術を学ぶための施設であることが多い。日本各地で会館や女性

関連施設が国や地方自治体により運営されている点や、こうした施設が単な

る技能研修のみではなく、多様な年代の女性たちの学習活動を支援し、こう
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した学習活動を契機として女性たちが自主グループ活動を組織し、地域の

リーダーとして政治や街づくり、子育て等の幅広い分野で活躍していること

が印象的であったようである。

本セミナーではまた、唯一の被爆国である日本国内での研修である点を活

かして、広島市への研修旅行をカリキュラムに組み込み、平和教育を学ぶ機

会を提供してきた。原爆ドーム、平和記念公園の見学とともに、平成１９年度

よりは、国内外で平和教育プログラムを実施しているNPO法人の訪問と、

同法人の代表者、スタッフとの意見交換会を実施している。研修生の中に

は、現在も紛争が継続している地域や、歴史的に周辺諸国との恒常的な戦闘

状態にあった国の出身者も多い。そのため、平和と教育の関係、また紛争下

で発生するジェンダーに起因する暴力などの問題を学ぶことは、研修生の出

身国の文脈とも親和性が高く、本研修の特色のひとつでもある。

第三目標の女子教育推進につながる教育政策立案に必要な知識の習得につ

いては、参加型学習を通じて帰国後の業務に役立つような実践的な知識の獲

得を目指す単元を設定した。ひとつは、女性・女子教育を国際機関や途上国

政府が推進する開発政策の課題のひとつとして、マクロな視点からとらえる

考え方を学習する単元である。経済学や社会開発理論に関する知識は、研修

生の間でもバラつきがあり、中には講義の中で言及される理論的な説明の理

解に、困難を覚えた研修生も数名存在した。また、教育現場での勤務が長い

研修生は、「ドナー」や「政府開発援助」等の用語自体に不慣れな場合も見

受けられた。しかし会館では、途上国の女性・女子教育の推進が、実質的に

援助機関や国際NGOから拠出される財政的基盤に、強く依存している現実

を考慮すると、開発における女性・女子教育の位置づけと、援助に係る様々

な主体が、どのような意図のもとにその推進を提唱しているかを理解するこ

とは重要と考え、この単元を研修内容に加えた。何故ならば、女性・女子教

育の推進は、その国の経済発展の担い手の育成という問題とも結びついてお

り、それ故に国家開発における女性の役割と不可分だからである。

いまひとつは、ワークショップ形式の講義をつうじて、研修生が出身国の
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女性・女子教育の現状を分析するためのツールとして、ジェンダー統計を活

用する講座である。平成２１年度は、国際機関に勤務経験のある人材を講師と

してむかえ、ユネスコのグローバルモニタリングレポートを教材として、公

的機関が発行した報告書を批判的に読み解く力をつけるワークショップをお

こなった。就学率に代表される、数値の上での平等を示すジェンダー・パリ

ティー（gender parity）と、教授法やカリキュラム、教材内容の見直しを伴

うジェンダー・イクオリティー（gender equality）、教育を含む社会資源の再

配分を示すジェンダー・エクイティー（gender equity）の概念の違いについ

て学習した単元は、研修生から非常に有益であったと高い評価を得た。

最後の研修目標である自国の政策に活かすための活動計画案（アクション

プラン）の作成については、開発途上国の教育の現場に精通した学識経験者

がファシリテーションをおこない、活動計画案の作成を指導している。活動

計画案の作成は、帰国後の研修成果を各国の教育現場に還元することを目指

して設定されているものである。計画案の策定過程では、政策提言のように

その達成までに、長い時間と多くのステークホルダーの関与が求められるよ

うな大規模な計画ではなく、研修生がそれぞれの職責が及ぶ範囲内で実現可

能な課題を設定し、計画を立てるようファシリテーターが指導をおこなっ

た。その結果、このような作業の経験がこれまで乏しく、来日当初、この単

元について懸念を表明していた研修生も含めて、毎年全員が計画案を作成

し、報告するに至っている。計画案の作成は実質、２日間のうちに仕上げな

ければならないため、限られた時間の中で作業を終了し、作成した計画案を

報告するために必要な ITスキルを習得するという副次的な効果も確認され

た。

４ 今後の課題

これまでみてきたように、「女性の教育推進セミナー」は開発途上国の教

育に携わる研修生の研修として一定の成果をはたしてきた。以下に今後の課
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題をまとめ、本稿の締めくくりとしたい。

第一点目は多様なバックグラウンドを持つ研修生のニーズを的確にとら

え、それらに対応するような研修プログラムに改善していく必要がある。第

１表にあるように、「女性の教育推進セミナー」は多国籍研修であるため、

研修生の国籍は毎年、異なる。そのため、女性・女子教育を推進するための

課題や障害となる原因も異なる。一例をあげれば、平成２１年度にはヨルダン

とアフガニスタンから、それぞれ２名の研修生が本セミナーに参加したが、

両国における女性・女子教育の課題には開きがある。ヨルダンではEFAの

目標値を一定程度達成し、現在は中等教育への女子生徒のアクセスが課題と

認識されている。王室が全面的に支援をおこなっている背景もあり、教育問

題とりわけ女子教育の推進の重要性については、ヨルダン社会の中で認知を

得ている現状である。一方アフガニスタンでは、現在も続く紛争と不安定な

政治状況のため、学校や教室などの施設と訓練をうけた教員の双方が充足さ

れていない。このような困難な現状のもとでは、ジェンダー視点に基づいた

教育の普及を目指すことは容易ではない。研修生からは異文化について学び

あい、そこからグループダイナムズムが生まれ、このことが多国籍研修の利

点であると指摘される一方、経済水準や教育制度が類似している国や地域を

考慮してほしいとの意見が寄せられた。

第二の課題は、日本で開発途上国の教育行政官の研修をおこなう意義につ

いて再検討する必要である。周知のように日本は明治期の学制の発布（１８７２

年）以降、国家の近代化・工業化の過程を通じて教育の量的拡大と質的向上

に取り組んできた。現在では中等教育レベルまでは、男女間の格差は解消さ

れた。このような日本の経験と、開発途上国が現在直面している教育問題の

間には、共通性が認められる。たとえば、学校教育に対する保護者の無理解

や非協力的な態度、労働力としての子どもの存在、教育関連のインフラスト

ラクチャーの未整備や優秀な教員の不足などである（山口，２００３：４）。一方、

１９世紀後半以降、日本において近代教育が導入された頃とは、社会・経済的

な状況が著しく異なる現代の途上国にどの程度適用することが可能かについ
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ては、留保が必要であろう。とりわけグローバル化経済の進展の中で、開発

途上国で起きている頭脳流出は大きな問題である。教員を含む高等教育を修

了した国民は、恒常的な経済の低迷と国際機関や先進工業国からの債務返済

という問題を抱える途上国政府にとり、外貨をもたらす貴重な人材とみなさ

れる傾向にある。ユネスコ統計局（UNESCO Institute for Statistics : UIS）の

調査によれば、「ミレニアム開発目標」で定めた２０１５年までに初等教育の完

全普及を達成するためには、全世界で１，０３０万人の教員を採用する必要があ

るが、サハラ以南アフリカ諸国を中心として、教員の不足が顕著な現状であ

る（UIS：２００９）。

最後に開発途上国に限らず、教育問題を考える上で不可欠なジェンダー以

外の要因をどう捉えるかという点があげられる。過去の研修生からは、「女

子教育のみでなく、障害児を対象とした日本の取り組みも学びたかった」と

いう声が寄せられている。先進国と比べて、福祉制度が未整備で社会のセー

フティーネットも十分ではない途上国において、研修を通して統合教育

（inclusive education）の先進事例を学ぶことができれば有意義であろう。

以上、簡単に本研修に関する今後の課題を述べた。これまで「女性の教育

推進セミナー」では、「教育におけるジェンダー平等の推進」に係る取組み

を中心に研修内容を組み立ててきたが、今後は「教育を通じたジェンダー平

等の確立」も視野に入れた上で、限られた研修日程の中で今後取り組むべき

課題の優先順位をつけて、研修内容を改訂してゆく必要があるだろう。
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